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人
事
委
員
会
は
、
職
員
給
与
と

民
間
給
与
と
の
較
差
（
公
民
較
差
）

は
、
職
員
給
与
が
民
間
給
与
を
「
平

均
９
２
円
（
０
．
０
２
％
）
」
下
回

り
、
僅
か
な
較
差
に
と
ど
ま
っ
た
こ

と
か
ら
、
改
定
し
な
い
こ
と
と
し
ま

し
た
。
ま
た
、
特
別
給
（
期
末
・
勤

勉
手
当
）
は
、
０
．
１
５
月
分
引
き

下
げ
、
年
間
４
．
３
０
月
と
し
、
引

き
下
げ
分
は
す
べ
て
期
末
手
当
に
割

り
振
る
と
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
再

任
用
職
員
、
再
任
用
学
校
職
員
、
任

期
付
研
究
員
及
び
特
定
任
期
付
職
員

の
期
末
手
当
に
つ
い
て
も
支
給
月
数

を
引
き
下
げ
る
と
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
県
民
や
子
ど
も
た
ち

の
い
の
ち
と
安
全
を
守
る
た
め
、
長

時
間
過
密
労
働
の
も
と
奮
闘
し
て
い

る
県
職
員
・
教
職
員
の
現
場
実
態
を

顧
み
ず
、
私
た
ち
の
要
求
に
応
え
な

い
不
当
な
勧
告
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

と
り
わ
け
、
（
１
）
生
計
費
原
則

に
基
づ
く
勧
告
と
は
な
っ
て
お
ら

ず
、
生
活
改
善
で
き
る
水
準
か
ら
は

程
遠
い
こ
と
、
（
２
）
景
気
回
復
や

地
域
経
済
の
活
性
化
の
た
め
の
労
働

者
の
賃
金
改
善
と
い
う
社
会
的
な
要

請
に
応
え
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

（
３
）
一
時
金
を
引
き
上
げ
る
際

は
、
勤
勉
手
当
に
配
分
し
、
一
方
で

引
き
下
げ
る
場
合
に
は
全
職
員

に
適
用
さ
れ
る
期
末
手
当
か
ら
差
し

引
く
こ
と
は
、
公
務
職
場
の
成
果
主

義
を
強
化
・
拡
大
す
る
も
の
で
り
、

断
じ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。今

年
は
、
収
束
の
見
え
な
い
コ
ロ

ナ
禍
の
２
年
目
で
あ
り
、
と
り
わ
け

デ
ル
タ
株
の
急
速
な
感
染
拡
大
の
中

に
お
い
て
日
々
、
住
民
や
子
ど
も
た

ち
の
い
の
ち
や
暮
ら
し
、
教
育
を
守

る
た
め
最
前
線
で
奮
闘
し
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
特
別
給
を

削
減
す
る
こ
と
は
、
断
じ
て
認
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
賃

金
の
引
き
上
げ
こ
そ
行
わ
れ
る
べ
き

で
す
。

そ
も
そ
も
公
務
員
賃
金

は
、
地
方
公
務
員
法
第
２
４
条
３
に

お
い
て
「
職
員
の
給
与
は
、
生
計
費

並
び
に
国
及
び
他
の
地
方
公
共
団
体

の
職
員
並
び
に
民
間
事
業
の
従
事
者

の
給
与
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て

定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ

れ
、
「
生
計
費
」
が
公
民
比
較
と
と

も
に
大
き
く
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
つ
ま
り
、
単
純
な
公
民
比
較
で

は
な
く
、
公
務
員
の
生
活
の
維
持
を

前
提
と
し
て
い
る
の
で
す
。
公
務
員

の
生
活
が
保
障
さ
れ
て
こ
そ
、
感
染

防
止
に
関
わ
る
職
務
が
効
果
的
に
遂

行
で
き
ま
す
。
県
職
員
・
教
職
員
の

賃
金
を
今
こ
そ
引
き
上
げ
、
労
働
条

件
を
改
善
し
て
「
多
忙
化
」
を
解
消

す
る
べ
き
で
す
。

定
年
延
長
に
つ
い
て
、
「
定
年
を

段
階
的
に
６
５
歳
に
引
き
上
げ
る
た

め
の
条
例
の
改
正
に
つ
い
て
の
意

見
」
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
本
県
の
定

年
の
段
階
的
引
き
上
げ
に
関
す
る
制

度
は
、
国
に
準
じ
た
も
の
と
す
る
こ

と
が
適
当
と
し
て
い
ま
す
。
本
県
の

行
政
職
の
再
任
用
職
員
は
、
２
級
を

基
本
に
任
用
さ
れ
て
お
り
、
給
与
の

水
準
は
、
極
め
て
低
く
、
労
働
実
態

に
相
応
し
い
賃
金
、
生
活
で
き
る
賃

金
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
定
年
退
職
者
の
定
年
年
齢

は
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
、
２
０
３

０
年
度
末
は
満
６
４
歳
、
２
０
３
２

年
度
末
以
降
は
満
６
５
歳
と
な
り
ま

す
。

県

人

事

委

員

会

は
、
定
年
延
長
の
賃

金
を
７
割
の
水
準
に

設
定
す
る
こ
と
を
示

し
ま
し
た
が
、
「
無

年
金
」
期
間
の
拡
大

が
進
行
す
る
な
か
、

定
年
延
長
に
よ
っ
て

「
雇
用
と
年
金
の
確
実
な
接
続
」
を

ど
う
保
障
す
る
の
か
、
現
場
実
態
に

合
わ
せ
た
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
定
年
の
段
階

的
な
引
き
上
げ
期
間
中
は
、
定
年
が

引
き
上
げ
ら
れ
た
職
員
と
暫
定
再
任

用
制
度
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
が

共
存
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
同
様
の
業
務
を
行
っ
て
い
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
賃
金
格
差
を
生
み
出

す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
「
暫
定

再
任
用
制
度
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
の
給
与
決
定
は
職
務
給
の
原
則
に

従
う
」
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
労
働
同

一
賃
金
の
観
点
か
ら
賃
金
・
諸
手
当

を
定
年
前
と
同
水
準
に
す
べ
き
で

す
。

埼
玉
県
地
方
公
務
員
労
働
組
合
共

闘
会
議
（
以
下
、
地
公
労
）
は
、
近

日
中
に
、
「
２
０
２
１
年
度
賃
金
等

の
確
定
に
関
す
る
重
点
要
求
書
」
に

基
づ
く
第
一
回
交
渉
を
行
い
ま
す
。

こ
の
間
、
地
公
労
は
人
事
委
員
会

事
務
局
長
並
び
に
委
員
長
に
対
し
、

交
渉
を
行
い
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て

も
奮
闘
す
る
県
職
員
・
教
職
員
の
願

い
に
応
え
る
人
事
委
員
会
勧
告
（
以

下
、
勧
告
）
を
求
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
９
月
９
日
に
に
示
さ
れ

た
勧
告
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
２
年
連

続
の
期
末
手
当
の
引
き
下
げ
勧
告
と

い
う
、
多
く
の
職
場
の
声
や
現
場
の

奮
闘
に
背
を
向
け
る
も
の
と
な
り
ま

し
た
。
勧
告
内
容
は
埼
玉
県
独
自
の

特
色
は
な
く
、
国
追
従
の
勧
告
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

地
公
労
は
、
来
週
９
月

１
４
日
、
県
当
局
に
対

し
、
「
２
０
２
１
年
度
賃

金
等
の
確
定
に
関
す
る
重

点
要
求
書
を
提
出
し
ま

す
。
今
後
、
県
当
局
に
対

し
、
賃
金
・
労
働
条
件
の

改
善
を
求
め
て
い
き
ま

す
。
引
き
続
き
、
当
局
宛

て
人
勧
署
名
等
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

２０２１年９月９日(木) ほっとライン 第２０５号( 1 )

ほ
っ
と
ラ
イ
ン

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
奮
闘
す
る
、
県
職
員
・
教
職
員
が

安
心
し
て
職
務
に
専
念
で
き
る
賃
金
・
労
働
条
件
を

○
交
渉
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
○

こ
れ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
賃
金
等
の
確
定
に

関
す
る
交
渉
や
埼
教
連
交
渉
は
一
年
の
中
で
も
と

り
わ
け
重
要
な
交
渉
で
す
。
交
渉
の
場
は
組
合
員

の
み
が
参
加
し
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ

ら
に
交
渉
は
組
合
員
と
し
て
も
最
大
の
学
習
の
場

で
す
。
世
代
を
問
わ
ず
、
積
極
的
な
参
加
、
そ
し

て
発
言
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

２ ０ ２ １

９月９日（木曜日）
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国
追
従
の
引
き
下
げ
勧
告
、
お
よ
そ
６
万
２
千
円
の
削
減

不
当
な
一
時
金
削
減
は

許
さ
れ
な
い

定
年
延
長
に
関
し
て

意
見
を
示
す

給与にかかわる「勧告」概要

【月例給】
◇公民較差…民間給与と職員給与がおおむね均衡することから、改定なし。

(平均９２円、０．０２％)

【一時金(ボーナス)】
◇民間との比較…民間４．３２月、職員４．４５月

◇年間支給月数… ４．４５月→４．３０月
（勤勉手当０．１５月分引き下げ）

★再任用職員の一時金
◇一時金については、一般職員と同様に引き下げ

６月期 １２月期

2021年度 期末手当 1.275月（支給済み）1.125月（現行1.275月）

（令和3年度）勤勉手当 0.95月 0.95月（改定なし）

2022年度 期末手当 1.20月 1.20月

（令和4年度) 勤勉手当 0.95月 0.95月

●初任給を含めて生活改善につなが
る月例給と一時金の引き上げを行
うこと。

●長時間過密労働を人員増で解消す
ること。

●定年延長制度は、生活と労働実態
をふまえること。

●再任用者の給料等は、定年退職前
と同様とすること。

●給料表の号給のばしを行うこと。
●地域手当を大幅に引き上げること。
●休暇制度等を改善すること。
●会計年度任用職員の待遇は、正規
職員と均衡を図ること。

●教育職員の「1年単位の変形労働
時間制」は導入しないこと。

地公労の重点要求

写真は昨年度第１回交渉

近
日
、
第
一
回
交
渉

当
局
は
現
場
の
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に
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賃
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働
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る
な
か
、

定
年
延
長
に
よ
っ
て

「
雇
用
と
年
金
の
確
実
な
接
続
」
を

ど
う
保
障
す
る
の
か
、
現
場
実
態
に

合
わ
せ
た
制
度
設
計
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
と
り
わ
け
、
定
年
の
段
階

的
な
引
き
上
げ
期
間
中
は
、
定
年
が

引
き
上
げ
ら
れ
た
職
員
と
暫
定
再
任

用
制
度
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
が

共
存
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
同
様
の
業
務
を
行
っ
て
い
て
い
る

に
も
関
わ
ら
ず
賃
金
格
差
を
生
み
出

す
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
「
暫
定

再
任
用
制
度
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職

員
の
給
与
決
定
は
職
務
給
の
原
則
に

従
う
」
の
で
あ
れ
ば
、
同
一
労
働
同

一
賃
金
の
観
点
か
ら
賃
金
・
諸
手
当

を
定
年
前
と
同
水
準
に
す
べ
き
で

す
。

埼
玉
県
地
方
公
務
員
労
働
組
合
共

闘
会
議
（
以
下
、
地
公
労
）
は
、
近

日
中
に
、
「
２
０
２
１
年
度
賃
金
等

の
確
定
に
関
す
る
重
点
要
求
書
」
に

基
づ
く
第
一
回
交
渉
を
行
い
ま
す
。

こ
の
間
、
地
公
労
は
人
事
委
員
会

事
務
局
長
並
び
に
委
員
長
に
対
し
、

交
渉
を
行
い
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て

も
奮
闘
す
る
県
職
員
・
教
職
員
の
願

い
に
応
え
る
人
事
委
員
会
勧
告
（
以

下
、
勧
告
）
を
求
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
９
月
９
日
に
に
示
さ
れ

た
勧
告
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
２
年
連

続
の
期
末
手
当
の
引
き
下
げ
勧
告
と

い
う
、
多
く
の
職
場
の
声
や
現
場
の

奮
闘
に
背
を
向
け
る
も
の
と
な
り
ま

し
た
。
勧
告
内
容
は
埼
玉
県
独
自
の

特
色
は
な
く
、
国
追
従
の
勧
告
と
言

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

地
公
労
は
、
来
週
９
月

１
４
日
、
県
当
局
に
対

し
、
「
２
０
２
１
年
度
賃

金
等
の
確
定
に
関
す
る
重

点
要
求
書
を
提
出
し
ま

す
。
今
後
、
県
当
局
に
対

し
、
賃
金
・
労
働
条
件
の

改
善
を
求
め
て
い
き
ま

す
。
引
き
続
き
、
当
局
宛

て
人
勧
署
名
等
の
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

２０２１年９月９日(木) ほっとライン 第２０５号( 1 )

ほ
っ
と
ラ
イ
ン

コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
も
奮
闘
す
る
、
県
職
員
・
教
職
員
が

安
心
し
て
職
務
に
専
念
で
き
る
賃
金
・
労
働
条
件
を

○
交
渉
に
参
加
し
ま
し
ょ
う
○

こ
れ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
賃
金
等
の
確
定
に

関
す
る
交
渉
や
埼
教
連
交
渉
は
一
年
の
中
で
も
と

り
わ
け
重
要
な
交
渉
で
す
。
交
渉
の
場
は
組
合
員

の
み
が
参
加
し
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ

ら
に
交
渉
は
組
合
員
と
し
て
も
最
大
の
学
習
の
場

で
す
。
世
代
を
問
わ
ず
、
積
極
的
な
参
加
、
そ
し

て
発
言
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

２ ０ ２ １

９月９日（木曜日）
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国
追
従
の
引
き
下
げ
勧
告
、
お
よ
そ
６
万
２
千
円
の
削
減

不
当
な
一
時
金
削
減
は

許
さ
れ
な
い

定
年
延
長
に
関
し
て

意
見
を
示
す

給与にかかわる「勧告」概要

【月例給】
◇公民較差…民間給与と職員給与がおおむね均衡することから、改定なし。

(平均９２円、０．０２％)

【一時金(ボーナス)】
◇民間との比較…民間４．３２月、職員４．４５月

◇年間支給月数… ４．４５月→４．３０月
（勤勉手当０．１５月分引き下げ）

★再任用職員の一時金
◇一時金については、一般職員と同様に引き下げ

６月期 １２月期

2021年度 期末手当 1.275月（支給済み）1.125月（現行1.275月）

（令和3年度）勤勉手当 0.95月 0.95月（改定なし）

2022年度 期末手当 1.20月 1.20月

（令和4年度) 勤勉手当 0.95月 0.95月

●初任給を含めて生活改善につなが
る月例給と一時金の引き上げを行
うこと。

●長時間過密労働を人員増で解消す
ること。

●定年延長制度は、生活と労働実態
をふまえること。

●再任用者の給料等は、定年退職前
と同様とすること。

●給料表の号給のばしを行うこと。
●地域手当を大幅に引き上げること。
●休暇制度等を改善すること。
●会計年度任用職員の待遇は、正規
職員と均衡を図ること。

●教育職員の「1年単位の変形労働
時間制」は導入しないこと。

地公労の重点要求

写真は昨年度第１回交渉

近
日
、
第
一
回
交
渉

当
局
は
現
場
の
声
に
応
え
た
賃
金
・
労
働
条
件
を


